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は じ め に

平時もいざというときも，年齢が高い人，障が
いのある人などの社会的弱者が誰一人取り残され
ないようにしたい。これが本稿のミッションであ
る。そのため，災害とは何か，ソーシャルワーク
とは（煎じつめると）何か，被災者の生活再建と
は何か，そもそも社会的弱者に災害の被害や生活
困難がなぜ集中するのか，その根本問題と解決の
方向性をエビデンスに基づいて提示する。これを
踏まえて社会福祉関係者に求められる平時の災害
時ケアプラン作成，あるいは被災後の災害ケース
マネジメントや災害派遣福祉チーム（以下，
DWATという）といった「災害時福祉支援活動」
を，災害（雨天）時に限定した特殊解ではなく，
より普遍的なソーシャルワークの視点からとらえ
なおした全天候型の実践とするための⚑）生活の
全体性，⚒）平常時と災害時の連続性，⚓）レジ
リエンスの多元性，⚔）衡平性の実現，⚕）恊働
性の実装という⚕つの原則を提案する1)。なお本
稿では，「恊働」には立心偏の「恊」を使う。こ
れは「誰一人取り残さない防災」の実現には，当
事者力，地域力，行政力という⚓つの力を「この
人の命を守る」というマインドで連結することが
重要であり，そのことを文字通りに訴えたい意図
があるからだ。

Ⅰ 防災と福祉の共通言語としての
社会的脆弱性

⚑．災害とは何か
防災の基本的な考え方は，⚒つの視点を押さえ
ることで身に付けることができる。⚑つは，図⚑
の左側の円で示した，被害を生み出す直接のきっ
かけになるような事象である。これを防災の世界
では「ハザード」と呼ぶ。例えば大雨が降って堤
防が切れ，洪水が押し寄せる。あるいは大量の雨
水が土砂に吸い込まれ，崖崩れが起きる。地震で
地面が揺れる。津波が押し寄せる。この他，大規
模な事故，感染症の蔓延，CBRNE（化学・生物・
放射性物質・核・爆発物）によるテロや戦争も
「ハザード」，つまり「危険をもたらす事象」であ
る。
ここで大事なことは，「ハザード災害」では
ないということだ。誰も住んでいないところを津
波が襲っても，それは津波ハザードではあるが，
災害ではない。被害が出ないからだ。ということ
は，災害という現象が生じるためには，もう⚑つ
の視点が必要になる。それが図⚑の右の円で表現
している，社会が抱える脆弱性の視点である。
地面が揺れる。その揺れに耐えられない脆弱な
建物が倒壊する。倒壊した建物の下敷きとなって，
人が亡くなる。こう考えると，災害は，社会の脆
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弱な側面がハザードに曝される結果として「造ら
れる」ものだ2),3),4)。たとえ地面が揺れようが，
丈夫な建築物であれば倒壊せず，結果的に人的な
被害は生じない。災害がこのように社会的に製造
される現象なら，社会的な取り組みや対策 当
然，社会福祉も含まれる を通じて，その被害
を減じていくことができる。具体的には⚔つのＲ
と呼ばれる活動，つまりハザードに対する社会機
能の頑健性（Robustness）や冗長性（Redundancy)
を高めて被害を抑止し，いったん被災すればでき
るだけ早期に（Rapidity），かつ資源を効果的に動
員（Resourcefulness）して社会機能の復元や新し
い平衡状況への順応を図る5)。近年の防災・減災
の考え方では，社会的機能の工学的な復元と，環
境への生態学的な順応を「レジリエンス（復元・
順応）」という⚑つの目標概念として位置付け，
⚔つのＲの対策を講じることが防災・減災（以
下，防災という）の要諦であるという共通理解が

広まっている6)。
繰り返すが，津波というハザードが無人島を
襲っても，それは災害にはならない。なぜなら社
会の脆弱な側面が存在しないからだ。それを言い
換えると式⑴のようになる7)。災害リスクは，そ
の社会を襲う起因としてのハザードと，その社会
が本質的に抱えている素因としての社会的な脆弱
性，この⚒つの働きの製造物だということだ。

式⑴
災害リスク （ハザード，脆弱性）

………⑴

⚒．障がいとは何か
次に，「障がいとは何か」を考える。障がい

（disability）は，もともと心身の機能障害（impair-
ment）と同義であると考えられてきた。例えば，
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図1 防災の基本的な視点
出典：立木茂雄『災害と復興の社会学〔増補版〕』，萌書房，2022年，12ページ，図 1 6を一部改変。
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疾病や損傷などの医学的な理由により心身の機能
や構造が不自由であることが，障がいのある人の
不利益の原因であると見なされていた。このよう
な見方は，根本問題を個人の側に帰責し，当事者
の置かれた状況に目を向けない「医学モデル」あ
るいは「慈善モデル」であると断じ，根源的な異
を唱えたのが「障がいの社会モデル」である。社
会モデルでは，ある機能障害を持つ個人が環境の
側の障壁により活動が制限され，社会参加が制約
を受けることこそが根本問題であり，当事者の不
利益は障壁（例えば車椅子ユーザーにとっての段
差など）をつくり出している社会の側にこそ帰責
されると考える8),9)。ここで，活動の制限や参加
の制約から生じる不利益あるいは脆弱性は，所与
の機能障害を有する主体と，その人の置かれた客
体的環境との相互作用から製造されるととらえる
ことができる。これを関数のかたちにすると，式
⑵のようになる。

式⑵
脆弱性 （主体，客体）………⑵

式⑵は，主体と客体との相互作用の中で，当事
者の状況や社会的必要性（脆弱性）を見立ててい
くソーシャルワーク固有の視点10)そのものである
と理解できよう。
式⑴と式⑵には，共通項が存在する。戦後
より正確に言うなら1961年の災害対策基本法成立
以降 の日本社会の防災は，ハザード対策に
力点を置いてきた。しかしながら，1995年の阪
神・淡路大震災や2011年の東日本大震災を経験し
た日本社会は，被害の規模は社会的な脆弱性に
よって決定的に左右されるということ，つまり災
害は社会的な過程によって製造されるという事
実11)を学んだ。一方，障害学の興隆12),13)は，個人
の側に困難や不自由の原因を帰責する障がいの医
学モデルからの離脱を主導し，当事者の脆弱性は
環境との相互作用を通じて造り出される社会的・
政治的な製造物であるという障がいの社会モデル
の考え方を日本社会でも主流にしていった。社会
モデルに立脚する障害者権利条約の日本政府によ

る批准（2014年⚑月20日）が，その何よりの証で
ある。

⚓．福祉と防災の一般モデル
ここに来て，防災も障がいの社会モデル そ
して，それに立脚するソーシャルワーク も，
脆弱性や社会的製造物としてのリスクの視点を共
有するに至る。すなわち，ソーシャルワークでと
らえる脆弱性（式⑵）を防災の災害リスクの式⑴
に代入する。すると，まるでジグソーパズルのよ
うにピースがつながる。つまり式⑶として災害を
含む生活リスクは，一般式として以下のように表
現できる。

式⑶
災害を含む生活リスク

 （ハザード， （主体，客体））
………⑶

災害を含む生活者の生活リスク全般に視野を向
け，対策を講じることは，ソーシャルワーカーの
本来の仕事になる。これまでソーシャルワーク
（そして社会福祉教育）は，ハザードを想定しな
い平時のみを固有の対象としてきた。いわば式⑶
でハザードがゼロに固定された特殊解であった。
一方，「DWAT」や「災害ソーシャルワーク」，
「災害ケースマネジメント」（Ⅲ章の「⚔．衡平性
の実現」で詳述する）は，ハザード条件を⚑に固
定した特殊解である。
以上に対して，本稿の主張はシンプルである。
ちょうど「雨天のソーシャルワーク」や「晴天の
ソーシャルワーク」があり得ないのと同じ理由で，
式⑶に示されるように「どのような困難状況でも
生活者のリスクに注目し，それに備え，対応す
る」ただ⚑つの全天候型の 普遍的な ソー
シャルワーク過程が機能するべきなのである14)。
また式⑶は，これからの防災の方向性を示唆す
る一般式でもある。これまでの防災は，伝統的に
脆弱性を対象に備わる属性としてとらえ，集計化
された数値を基に指標化してきた。しかしながら，
一人ひとりの災害リスクの同定と個別化された防
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災対策のためには，表に集計される以前の個票情
報を基に，当該の主体一人ひとりにつき，客体と
しての地理的・社会的環境との交互作用を通じて
災害脆弱性をいかに低減させるかが問われるので
あり，そのためには主体の側に立った客体との相
互作用の全体に精通するソーシャルワーカーの知
識や技術が不可欠となる15)。

Ⅱ 阪神・淡路大震災 「生活再建」が
社会的課題となった初めての災害

1945年の敗戦から21世紀の現在までの日本社会
で死者・行方不明者5ó000名以上の人的被害が発
生した巨大災害は⚓つしかない。最初が1959年の
伊勢湾台風である。この教訓を踏まえて1961年に
災害対策基本法が制定され，防災対策を自治体が
全庁横断的に推進すること，そして風水害の科学
的なメカニズムの解明と，それに基づく土木工学
的対策の推進に重きが置かれ，その後の高度経済
成長による税収増を原資として日本全国で治山治
水事業が面的に進んだ。⚒つ目は1995年の阪神・
淡路大震災である。この震災では，これまでの窮
民対策としての応急的な衣食住の保障から，「生
活の再建」の支援までもが公的課題となった16)。
⚓つ目が2011年の東日本大震災であり，後述する
ように被害がなぜ社会的弱者に集中するのか，そ
の発生のメカニズムの解明から福祉と防災の連結
が政策・施策の目標として位置付けられることに
なる。

1995年の阪神・淡路大震災に時計の針を戻す。
この震災では，被災10市10町の自治体は発災後⚖
か月というごく早い時期に生活再建計画・施策の
策定を国から求められた。例えば神戸市は保健・
医療・福祉的な政策（医），就業・生計支援
（職），住宅再建（住）という「医・職・住」の⚓
分野に特化した生活再建の支援計画を国に提出し
た。しかしこれは，計画期間10年のうち前半⚕か
年に実施するものに限定していた。そして後半⚕
か年に実施する施策については，中間年の⚕年目
に検証作業を行い，その結果を踏まえて事業を再
立案し，最終年の10年目に総合的な検証を行うこ

ととしていた。この中間年である発災⚕年目の検
証作業に，林春男京都大学防災研究所教授（当
時）と筆者が生活再建分野の外部評価委員として
関わった。林教授と筆者は，「生活再建」を概念
化するために，被災者を主役とし，さらに多様な
関係者も交えて，生活再建を進める上で重要なポ
イントについて草の根レベルで幅広く意見を交換
させる当事者参画型のアクションリサーチ17)を
神戸市に提案した。これを受けて，1999年⚗月か
ら⚘月にかけて計12回にわたる生活再建草の根検
証ワークショップが開催され，269名の被災市民
や支援関係者が参画した。各回のワークショップ
では，参加者一人ひとりに「私にとって生活再建
を進める上で大切なこと」を付箋紙に記入しても
らった。最終的に1ó623枚の付箋紙が得られ，筆
者らはその付箋紙について内容の親和性を基に分
類する作業18)を続けた。その結果，①すまい，
②つながり，③まち，④そなえ，⑤こころとから
だ，⑥くらしむき，⑦行政とのかかわりという⚗
つの排他的な最上位概念が抽出された。これら⚗
要素の改善こそが「もはや自分は被災者ではな
い」と思えること（生活復興感の向上）に寄与す
る，という生活再建方策の鳥瞰図が得られた19),20)。
阪神・淡路大震災被災者の生活再建の草の根検
証ワークショップは，復興計画の最終年である発
災から10年目の節目でも実施された。⚕年目と10
年目の草の根検証の結果を比較すると（図⚒），
発災⚕年目の時点では「すまい（住）」や「ここ
ろとからだ（医）」「くらしむき（職）」を重視す
る意見が比較的多く出されたのに対して，発災10
年目の時点では「つながり」「まち」が群を抜い
て注目されていた。この結果は，どのような生活
再建課題が被災者にとって相対的な懸案事項とな
るのかは，被災後の時間の経過，あるいは被災後
の時間の位相に依存することを示唆した21)。
以上の結果は，被災者は，どのような生活再建
課題を，復興のどの位相で取り組むのか，その時
間的序列に関するエビデンスを提供するものであ
り，これに応じた（被災も視野に入れた一般解と
しての）全天候型ソーシャルワークモデルの展開
が求められるのである。

27災害も視野に入れた全天候型のソーシャルワークの課題と展望

社会福祉研究 第146号



18-特集　立木先生.smd  Page 5 23/04/19 08:38  v4.00

Ⅲ 東日本大震災被災者への縦断的・
横断的社会調査からのエビデンスに
基づく全天候型ソーシャルワークの原則

2011年⚓月11日の発災時に社会的弱者は何故逃
げ遅れたのか。避難所で，仮設住宅で，さらには
恒久的なすまいへの移行で，何故この人たちが取
り残されたのか。以上の問いに答えるために，本
章では，東日本大震災発生後に公開された人的被
害に関するデータの⚒次分析や10年間にわたる宮
城県名取市での縦断的調査および東北⚓県での震
災⚕年目の横断的社会調査からのエビデンスを踏
まえ，誰一人取り残さない全天候型の福祉防災を
実現するための⚕つの原則を示す。

⚑．生活の全体性
東日本大震災では，なぜ年齢の高い人や障がい
のある人に被害が集中したのか。その根本原因の
⚑つは，平時の福祉と災害時の防災・危機管理の
取り組みが分断されてきたことにある。Tatsuki22)

は，激甚な被害を経験した東北⚓県の31市町村の
それぞれについて全体死亡率と障害者死亡率の関
係を分析した。その結果，障がいのある人も地域
で暮らせる福祉のまちづくりを積極的に進めてい
た宮城県で，障がいのある人の死亡率が全体の死
亡率の倍近く（1õ92倍）であったのに対し，重度
の障がいがある人が施設中心でケアを受けていた
岩手県や福島県では1õ2倍程度であったことが明
らかとなった（図⚓）。
言い換えるなら，平時の在宅福祉・医療・看護
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図2 生活再建を進める上で重要だと指摘された意見群の変化：震災5年目検証と10年目検証ワークショップ
の結果から

出典：立木茂雄『災害と復興の社会学〔増補版〕』，萌書房，2022年，199ページ，図11 15を一部改変。
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といった地域移行の体制が群を抜いて充実してい
たこと しかしながら災害時の対応策とは分断
されていたこと が，宮城県の障害者死亡率を
岩手県・福島県よりもほぼ⚒倍近く高めた大きな
原因の⚑つであった。なお，もう⚑つの根本原因
は，宮城県で施設が東部沿岸部の津波浸水想定域
に集中して立地していたことである。いずれも平
時の在宅福祉・保健・医療と災害時の防災・危機

管理・土木の分断により，制度の狭間で当事者た
ちが「取り残され」ていたのである23)。
東日本大震災の発生から10年を迎えた2021年度
には，防災と福祉・医療といった諸制度が分断さ
れている弊害への根本的対策が，立て続けに制度
化された。例えば2021年⚕月の災害対策基本法改
正は，ハザード域に居住し，心身機能に課題があ
り，社会的に孤立した在宅の要配慮者には，個別
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出典：Tatsuki, S. “Old Age, Disability, and the Tohoku-Oki Earthquake”, Earthquake Spectra, 29(S1), 2013, p. S415.ならび
に立木茂雄「高齢者，障害者と東日本大震災：災害時要援護者避難の実態と課題」『消防科学と情報』No. 111，
2013年，11ページ。
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支援計画を市町村が主導して向こう⚕年以内で作
成することを努力義務化した。具体的には，対象
となるハイリスク層の要配慮者の多くは，平時の
福祉・看護・医療サービスを利用して生活してい
るのだから，これらのサービスを調整するケアマ
ネジャーなどの福祉専門職に，平時のケアプラン
づくりに加えて，防災行政が求める個別支援計画
を「災害時ケアプラン24)」として位置付け，その
作成に業務として関わることを求めた。この他，
2021年度介護報酬の改定に伴う福祉サービスBCP
（災害時の業務継続計画）作成の⚓年以内の義務
化の告知，あるいは災害危険区域における福祉施
設などの立地規制を可能にする改正都市計画法の
2022年施行など，平時と災害時の諸制度を調整し
て，誰一人取り残さない諸制度の運用を目指す生
活の全体性の視点の実装がようやく動き始めたの
である25)。

⚒．平常時と災害時の連続性
災害リスクは，式⑴および式⑶に示したように
ハザードと社会的脆弱性の関数である26),27)。ハ
ザードは，発生の前後で社会に非連続な変化をも
たらすが，社会的脆弱性は連続している。東日本
大震災発生からの10年間に名取市や東北⚓県で行
われた被災者の生活復興調査から，私たちは被災
前から存在する不平等（脆弱性）が被災後の生活
復興のありようと直接に連動していることを学ん
だ。

Fujimoto et al.28)は，10年間にわたる⚕回の名取
市生活再建現況調査すべてに回答した316名につ
いて，14項目の主観的な生活復興感得点の推移軌
跡をクラスター分析した。その結果，⚕回すべて
の調査で復興感が大きく低迷した層（20名）と，
平均以下を推移した層（53名）は，どちらも社会
的な弱者の特徴を共有していた。すなわち震災時
に「高齢少人数」世帯で，「年金・恩給生活者」
か「失業・休職・退職者」，あるいは「障害者手
帳所持者」であり，住宅再建の受け皿としては
「復興公営・一般公営住宅」が特徴的であった。
これらの結果は，被災前から存在する社会的・経
済的な不利や不平等を抱えていた社会的脆弱者層

が，被災後も連続して困難を抱え続けたことを示
唆した。
一人ひとりの生活復興感得点の推移が，被災前
や直後の状況とどのように関わるのかを，より細
かく追跡したのが立木・川見29)である。その結果，
被災前の社会的不平等に関わる要因として，「心
身の健康状況に気がかりなことがある」成員のい
る世帯も，「震災により失業」「小人数」「単身高
齢」といった特徴のある世帯と同様に，2014年の
名取市第⚑回現況調査から2020年の第⚕回調査ま
で一貫して復興から取り残されていたことを実証
した。

Kawami et al.30)は，被災名取市民と仙台市民に
ついて仮住まい期間という客観的指標に注目し，
すまいの再建速度に影響を及ぼす要因を分析した。
その結果，「少人数」の世帯ほど，「女性世帯主」
ほど，さらに「単身高齢世帯」ほど，すまい再建
のスピードが遅れることが明らかとなった。客観
的な指標であるすまい再建速度についても，主観
的な復興感と同様に遅れがちになるのは社会的に
脆弱な層であった。これらの調査結果は，被災の
影響は万人に平等な結果をもたらすのではなく，
被災前から社会的に脆弱な層が被災後も生活やす
まいの再建でより大きな負の影響を，より長期に
わたって経験するというエビデンスを提示した31)。
被災前あるいは被災時の社会的属性に由来する
不平等が，被災後の不平等と連続することは避難
所でも起こっていた。立木・川見32)は，2016年に
実施した東北⚓県被災者生活復興調査を基に，ど
のような社会的属性の被災者が避難所に長期間滞
留したのか，その特徴を探索した。その結果，
1ó000時間以上避難所に滞留していたのは，「年収
300万円未満」の「単身高齢者」や「高齢夫婦」
世帯，あるいは「震災による失業」といった属性
の被災者であった。東日本大震災以降，DWAT
といった被災福祉施設の事業継続支援や，福祉専
門職チームによる避難生活者支援の活動が注目さ
れるようになった。しかしながらエビデンスを基
にすれば，発災から1ó000時間（約⚑か月半）の
時点で福祉関係者に求められていたのは，避難所
での滞留を余儀なくされている層に焦点化し，受
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け皿となる一時的避難生活場所や借り上げ仮設住
宅を早急に確保するというメゾ・マクロ水準の実
践であった33)。

⚓．レジリエンスの多元性
被災前の不平等や格差に加え，被災後に生じた
社会環境の変化も生活再建に大きな影響を与える。
被災後の環境の激変からの回復について，近年の
防災の考え方では，ストレスの負荷を受けても元
に戻る工学的な弾性に近い「復元」概念と，スト
レスによる環境の激変を受け，生態系自体が変容
し，新たな平衡に至る生態学的な「順応」概念を
「レジリエンス（復元・順応）」という⚑つの目標
概念として位置付けるようになった。本節では，
生活の再建や復興にはどのようなレジリエンスが
機能していたのか，名取市生活再建現況縦断調査
結果を基に紹介する34),35)。
名取市調査結果のうち，被災から10年間にわた
る⚕度の追跡調査すべてに回答した316名の被災
市民一人ひとりについて，生活再建⚗要素の変動
が，その被災者の生活復興感の変動に与える影響
について調べるために，固定効果モデルを用いた
パネルデータ分析を行った。その結果，借り上げ
仮設居住から再建済みへと「すまい」が改善する
こと，そして「こころとからだ（心身ストレス）」
と「くらしむき（家計）」という「医・職・住」
の⚓要素が好転すると，生活復興感が有意に高ま
ることを明らかにした。さらに「まちのようす」
に着目すると，住民同士の付き合いの少ない地域
に比べ，付き合う機会が多く，何かのときには多
くの人が参加する（共同財としての社会関係資本
の豊かな）地域36)に移り住むこと，また趣味や
サークルなど（個人財としての社会関係資本であ
る）「弱い紐帯37)」でつながる知人を被災後に⚕
人以上増やすことができたなどの環境や個人の時
系列的な変化により，生活復興感がそれぞれ⚒ポ
イント高まっていた。最後に，「医・職・住」と，
共同財としての「まち」，そして個人財としての
「弱い紐帯」の改善は「生活復興感」に直接作用
するのではなく，震災の影響がどれほど残ってい
るかという「できごと影響度」と，「生きること

には意味がある」「人生を変える出会いがあった」
と震災を肯定的な体験として意味付けなおす「で
きごと評価」の⚒つの過程に媒介されていること
が確認された。すなわち，⚑つ目は「医・職・住」
の改善が被災による生活への影響を緩和し，生活
を被災前の状態へと「復元」させる過程である。
⚒つ目は，「まち」の自治的活動や被災後に被災
者個々が拡げた「弱いつながり（紐帯）」を通じ
た「出会い」を契機として，自らの体験を「意味
のあるもの」へと再評価38),39)し，被災後の環境
変化に「順応」する過程である40)。
被災者は「医・職・住」といった震災の影響の
緩和のための物・財・サービスに関わる資源と，
「まち・つながり」といった一人ひとりの被災者
の被災体験の肯定的な意味変換に資する社会関係
上の資源が，当事者の社会関係の主体的側面にお
いてすべて欠損することなく調和する41)ことを求
めていたのである。

⚔．衡平性の実現
防災の世界では，危険な地域に居住する住民す
べてが対象であり，命を守るためには全員を平等
に扱うことが行政として何より肝要であると教え
込まれる。このような考え方を「（絶対的）平等」
と呼ぶ。これに対して，福祉の立場では，全員の
能力が等しいわけではなく，一人ひとりの実情に
応じて資源を比例配分することが重要だと考え
る。これを合理的な配慮の提供と呼ぶが，その根
本原理が「衡平性（equity）」である42)。
ところで，仙台市の被災者の仮住まい期間を名
取市と比較すると，男女の世帯主の違いや世帯規
模別の差違は名取市と同様に確認されたものの，
それらは名取市ほど大きな格差にはなっていな
かった43),44)。その根本の理由は，震災後の2014年
度から仙台市ではアウトリーチに基づき一人ひと
りの実情に応じたきめの細かい伴走型支援 災
害ケースマネジメント45) を始めたが，これが
功を奏したためである（図⚔)46),47)。
仙台市における伴走型支援の原理は，被災者支
援を機械的・絶対的な平等原理によって進めるの
ではなく，一人ひとりが必要とする「医・職・
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住・まち・つながり」の支援ニーズに応じて資源
を衡平性原理に基づき比例配分するというもので
ある。これは，平時の生活困窮者自立支援の伴走
型の問題解決（ケースマネジメント）過程 48)を被
災者の生活再建支援に応用したものであり49)，決
して「雨天のソーシャルワーク」として新規・独
自に発明されたものではない。むしろ衡平性の視
点から平時と災害時・災害後の連続性に注目して
生活の全体性を調整する全天候型の正義の実践50)

として実装されたものだ。すなわち，平時のケア
プランやサービス等利用計画あるいは自立支援相
談事業支援プラン等，そして災害時に備えた災害
時ケアプラン，さらに災後の災害ケースマネジメ
ントは，衡平性を実現するエビデンスに基づく全
天候型の正義の実践51)の連続体として認識され
るべきというのが本稿の主張である（図⚕）52)。

⚕．恊働性の実装
生活の全体性の視点は，防災と福祉といった社
会制度のさまざまなタテ割り これこそが制度
間の狭間で取り残される被災者をつくり出してき

た を，生活者の視点から連結することを求め
る。そして被災前後の連続性の視点 被災後に
生活の再建で困難を抱える層は，被災前から社会
属性上の不平等を抱える層である は，被災前
と被災後の切れ目のない一貫した支援体制の構築
を求める。レジリエンスの多元性の視点からも，
「医・職・住」という物・財・サービスに関わる
資源と，「まち・つながり」という社会関係上の
資源が，当事者の社会関係の主体的側面で欠損な
く調和される53)ことを求める。
全体性・連続性・多元性の視点は，防災と福
祉，平時と災害時・災害後，物・財・サービス・
関係性の多元的資源の提供を調整するために，当
事者や家族・地域住民・事業者・行政各部局が水
平にスクラムを組むことを求める。このためには
要支援者を取り巻くさまざまな関係者（当事者・
家族の参画の下，福祉・防災部局，さまざまな専
門職と地域）からの社会資源が，一人ひとりの要
支援者にとって不調和や欠損なくつながることが
必須である。いわば，行政や民間事業者，専門職
の提供するフォーマルなサービス，地域住民によ

32 災害も視野に入れた全天候型のソーシャルワークの課題と展望
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るインフォーマルな支え合い，そして当事者・家
族の自助の力といったものすべてが調整される必
要がある。このような協調的なサービスの提供の
仕方を恊働生産（coproduction）あるいは単に恊
働と呼ぶ。
福祉や防災という局を越えた多組織間の関係者
との恊働は，自然に生まれるものではない。災害
時ケアプランとして個別避難計画の作成を進める
文脈では，自組織を越えてさまざまな関係者のと
ころに越境し，組織間を架橋し，対話を促し，庁
内にとどまらず，当事者や家族はむろんのこと庁
外の福祉事業所を含む関係組織の担当者，地域の
自治会・自主防災組織の役員や民生委員と顔の見
える関係を結び，恊働のスクラム体制を調整して
いく必要がある。また仙台市における災害ケース
マネジメントの成功は，役所における事務分掌主
義を超えるために「地域福祉部被災者生活再建支
援室」を新設し，部局横断的な被災者生活再建支
援ワーキング・グループを運営し，アウトリーチ
に基づくアセスメントにより同定された一人ひと
りのニーズに配慮し，多元的な資源が調整された

ことによっている54)。このように「誰一人取り残
さない」ための恊働に向けた調整作業をインク
ルージョン・マネジメントと呼ぶが 55)，福祉と被
災者支援（防災）を連結した災害時ケアプランや
災害ケースマネジメントが奏功するためには，イ
ンクルージョン・マネジメントを担う調整者であ
るインクルージョン・マネージャーのアクション
が不可欠である56)。

結 論

2011年⚓月11日の東日本大震災発生直後から10
年間にわたる各種の実証調査研究からのエビデン
スを基に，誰一人取り残さない全天候型の福祉防
災を実現するための⚕つの原則を解説した。
第⚑が福祉と防災の制度を連結させる生活の全
体性の視点である。
第⚒に，被災の影響は万人に平等な結果をもた
らすのではなく，被災前から社会的に脆弱な層が
被災後も生活再建でより大きな負の影響を，より
長期にわたり経験するという被災前後の連続性の
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出典：立木茂雄『誰一人取り残さない防災に向けて，福祉関係者が身につけるべきこと』，萌書房。2020年，53ページ
ならびに岡部卓編著『生活困窮者自立支援ハンドブック』，中央法規出版，2015年，図表5-3，58ページ。
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視点である。
第⚓は，被災の影響の緩和と被災経験の意味付
けに資する⚒種類のレジリエンス過程への注目で
ある。
第⚔は，衡平性こそが要配慮者へのより手厚い
支援提供の根拠となり，「正義の実践」としての
ソーシャルワークの基盤となる。
そして第⚕は，多元的なレジリエンスに資する

「医・職・住・まち・つながり」支援のために求
められる恊働性の重要性であった。
繰り返すが「災害ソーシャルワーク」や「災害
ケースマネジメント」といった社会生活のある局
面（災害時）だけに限定した「雨天のソーシャル
ワーク」があるのではない。むしろ，平時と災害
時・災害後の連続性に注目して，多機関・組織と
の恊働を通じ，生活のレジリエンスに資する多元
的な資源のすべてを欠損させることなく，一人ひ
とりの生活の主体的側面において全体として調和
させるエビデンスに基づく全天候型の正義の実践
が求められるのだ。
ケースワークの母と呼ばれるM.リッチモンド
は，社会問題に対する社会改良の方法として，具
体的なケースについてのデータ・記録を基に個別
的にアプローチする小売り的方法と，制度面から
アプローチする卸売り的方法の⚒つを挙げた。例
えば，児童労働の環境改善のための法の制定は，
卸売り的手法であるが，それだけでは社会改良は
成し遂げられない。子どもたちの成長やいのち，
生活を守るというミッションの実現のためには，
雇用者，教師，両親に法律とその施行について説
明することに始まり，学校当局と協力し，不当な
苦難を強いられている個々のケースを探し出し，
子どもたちが家族への憂いや配慮なく学校に通え
るようにし，さらに夜勤の違法性を世間に知らし
める等の小売り的手法も必須であった57)。
仙台市の被災者支援実践も，卸売りと小売りの
両輪の方法が活用されていた。すなわち復興計画
に基づき，卸売り的方法として復興公営住宅の建
設・提供が行われた。しかし申請主義では取り残
されがちな要配慮者層には災害ケースマネジメン
トというアウトリーチ重視で伴走型の小売り的方

法を併用することで，いち早く被災者のすまい再
建を実現した。災害ケースマネジメントの内容は，
生活再建支援情報の周知，当事者を含む関係者と
の恊働体制の構築，不当な苦難を強いられている
個々のケースの発見であった。これらの活動は，
民間支援団体が主体性を発揮し，官民の各組織と
恊働して実装してきた平時からの生活困窮者自立
支援のケースマネジメント過程を災害時にも適用
したものであった。こうした被災者支援を平時の
制度の延長線上で扱う考え方を菅野 58)は「社会保
障のフェーズフリー化」と呼んだ。これは，本稿
の「全天候型の⚑つのソーシャルワーク過程」論
と軌を一にする主張である。
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